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１．自己紹介

• 本学の担当講義：社会保障論、公的扶助論、住宅政策論
• 狭い意味での専門は、民間賃貸市場の家主さん
• 業績の中で、オープンアクセスのものは、以下から
ダウンロード可能。オープンアクセスのもの以外で
ご興味があるものがありましたら、PDFをお送りい
たしますので、ご連絡ください。

https://researchmap.jp/kazuhirosato/
• なにかあればその場で挙手・ご意見を
cf.学生から不評な授業：

…早口、大声、内容が分からない
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2-1．問題意識と総論
①問題意識
・2021年春から、コロナ禍の居住問題について執筆する機会
→コロナ禍の居住問題を総合的に理解するためには、（a）危機の所在を明らかに
しつつ、（b）その秩序がどのような条件の下で維持されているのかを解明し、（ｃ）
それらを通じたオルタナティブの提示、という視角が必要ではないか？
＊（c）は「参議院選と各党の住宅政策、家賃補助制度の課題と展望」参照：
researchmapよりアクセス可

②総論
（a）危機Crisis：語源のKrinein（ギリシャ語）は分岐点・転換点を内包
←住居確保給付金の延長以外、見るべき居住政策の拡充のきざしなし？
（ｂ）危機の所在：コロナ禍で人権としての居住保障の不足・不在が暴露
（ｃ）秩序の解明：日本型持家主義による中間層の統合＋危機の繰り延べ 3



２-2．前提：コロナ危機の捉え方
①コロナ危機の捉え方 cf.不平等ウイルス（Oxfam 2021）／She-session

（a）労働市場との関係
• 日本型雇用とその外部の拡大（既存自営業の減少＋インフォーマルセクター増大）
→新自由主義下の規制緩和・二重化戦略（Thelen 2012）という日本的バイアス
→コロナショックは、非正規・女性・若年労働者により大きなショック（JILPT各種報告）

（ｂ）住宅市場との関係
• 住宅政策：持家中心＋借家軽視（少ない公的借家・住宅手当、民間借家政策不在）
→住宅レジーム（Kemeny 1995）は経済格差を居住格差（面積水準・財政支援）に還元
→コロナショックは、借家世帯により大きなショック（佐藤 2021）

＊コロナ禍は、既存の不平等を可視化・暴露しつつ、格差拡大の機能を果たした？ 4



2-3．人権としての居住保障という概念の欠落
①前提：居宅保護原則（生活保護法第30条）
• 条文は次スライド参照のこと
→自己決定権を根拠とした居宅保護原則の理解（山田 2016）

②「施設ファースト」（稲葉 2021: 55）による人権軽視・感染リスク拡大
• 住まいのない生活保護利用者は、都市部では無料低額宿泊所をまず案内される
• 無低のうち完全個室でないものは13.2%（厚労省 2021）
「そんなことを言ったら、高齢者の施設も、障害者の施設も一緒ですよ」（稲葉 2020: 15）

③人権を保障しないことによる多面的（感染防止策・経済効率性）不合理
• ハウジングファーストは、費用およびQOLの面で、既存の支援モデルに比して、優れたパ

フォーマンスを果たしている（後藤ほか 2019; 原 2016）
→なぜわざわざコストをかけて人権を抑圧し、感染を拡大させようとするのか？ 5



参考1．

〇生活保護法
https://elaws.e-
gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144

「第三十条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとす
る。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の
目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護
者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設……若しくはそ
の他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委
託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
２ 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養
護を強制することができるものと解釈してはならない。」
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3．何が居住保障を妨げているか？
①問いの整理の必要性
• コロナ危機から見えてきた居住政策の課題を、過密・孤立・生業・家賃・狭隘…な

ど見えてきた課題を個別的に列挙し、そこから総括していく、という方法でよいか？
⇔それら個別的課題を生み出しながらも、現状を容認するような、秩序維持機構の
解明から個別的課題を理解すべきではないか？

②問いの整理
• 明らかにすべきもの：人権としての居住保障がされていない現状
• 回答：日本型持家主義による中間層の「統合」
→現状の居住問題は複雑であることから（政治的対抗関係、現行制度、住宅統計・
住宅行政、社会意識etc）、実証・構造的把握が不十分でも、まずは問いを立てるこ
とそのものの重要性
＝コロナ禍は、既存の不平等を可視化・暴露しつつ、格差拡大の機能を果たしたに
も関わらず、既存の社会統合が維持されている限りにおいて、居住問題は容認・放
置される？ 7



4-1．日本型持家主義の現在①アフォーダビリティ「改善」

〇アフォーダビリティの「改善」
・住宅費負担の重さとして アフォーダビリティ
1989～2009年の20年間：持家世帯のアフォーダビリティ悪化（平山 2013）
2009～2019年の10年間では「改善」（佐藤 2021）：次スライド参照

→ 世帯収入 上昇＆ 住宅ローン返済額 減少
＊アフォーダビリティの「改善」をもって居住問題の改善、と理解してよいか？

＊参考2について
• 主たる稼ぎ手が勤労者である世帯で、2人以上世帯を対象としている。住宅費は、

「土地家屋借金返済」・「家賃地代」・「設備修繕･維持」を合計したもの（平山
2013）

出典：2009年・2014年は『全国消費実態調査』より、2019年は『全国家計構造
調査』より。2014年調査は、2019年調査の集計方法による遡及集計を用いたも
のを利用

8



参考2．持家世帯のアフォーダビリティ(単位：左軸は円・右軸は％)
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4-2．②持家世帯における住宅危機の潜在的可能性

① 晩婚化 による住宅取得時期の遅れ
• 2000年度～2020年度のフラット35の利用者・約122万人への調査
→2000年代前半は平均37～38歳／20年度は平均40.4歳
「住宅ローン完済年齢上昇 平均73歳」『日本経済新聞朝刊』2020年10月5日．
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64597190U0A001C2MM8000/

②住宅価格の上昇：次スライド
・新築 マンション 価格の上昇が主導→全体として住宅価格は上昇
・ リーマンショック を経て新興業者が淘汰→大手デベロッパーの影響力
→コロナ禍以降も通じて、価格引き下げ圧力が生じない
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参考3．不動産価格指数（国土交通省『不動産価格指数』／2010を100とする）
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4-3．③借入額の増加・持家負債の増加
＊平均融資額は20年間で1900万円から3100万円へと増加

「住宅ローン世帯、膨らむリスク」『日本経済新聞』夕刊2021年7月5日．
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73569070V00C21A7MM0000/ 12
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5-1．危機の繰り延べと潜在的老後破産増大へ①
①持家主義の政策的前提
• 戦後住宅政策三本柱のうち 住宅金融公庫 は（公団と並び）特殊法人
• 特殊法人改革＋ 財政投融資 改革：公庫は 住宅金融支援機構
⇔ 民業圧迫論 →住宅金融の民間市場拡大

②政策によって作られた持家主義
（a） 超低金利 …国債金利→全般的低金利＋フラット35の金利低下
（ｂ）住宅ローン減税…減税額＞返済金利、いわゆる 逆ざや 状態
→若年世帯であったり相対的に低所得であったりする層も、むしろ持家購入
に積極的に

藤原翼，2021，「家計の住宅ローンを点検する――近年の動向とコロナショックによる現時点での影響」『大和総
研レポート』．https://www.dir.co.jp/report/research/capital-
mkt/securities/20210122_022038.html 13
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5-2．②金融資本によってつくられた持家主義
①老後破産の危機
（a）フラット35の利用者の平均完済年齢
→2000年度が68.3歳／20年度は73.1歳：20年間で約4.8年、後ろ倒し
（b）住宅購入やリフォームをした世帯を対象にした国交省調査
→借入期間の長期化
→世帯主の平均年齢は44歳＋新築分譲マンション購入世帯の住宅ローン返済期
間は平均で約31年→75歳までの支払い
国土交通省住宅局,2020，『令和元年度住宅市場動向調査報告書』．https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001348002.pdf

②そのカラクリ
（a）銀行業界：住宅ローンが重要な 収益源 →支払い年齢引き上げ（85歳）要望
（b）危機の繰り延べ：毎月の返済額を 少なく ⇔死ぬまで住宅ローンを返済し続
ける 14
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６．総括
①本報告の知見
• コロナ禍自体が、既存の不平等を可視化・暴露しつつ、格差拡大の機能を果たし

た
• コロナ禍の居住問題は、基本的にコロナ以前のトレンドの反映
→人権としての居住保障軽視、労働市場二重化の放任、平等のための居住保障軽
視etc
• 危機が転換点という意味を内包するのであれば、そうしたコロナ以前のトレンドを、

より人権を重視する方向へ、より平等を重視する方向へ転換する可能性を孕んで
いる

→そのような転換を妨げるのは、統合戦略としての持家主義が機能しているからで
はないか？

②本報告の意義・課題
• 社会統合（特に住宅政策の新自由主義化）との関連から個別課題を理解すること
• 本報告自体の実証的制度を高めつつ個別課題との連関を整理する

15



補論．本報告に残された課題①住宅行政・統計
①人権としての居住保障の前提――住宅行政・住宅統計
（a）居住権について定めた法律がなく（鈴木 1996）、そのためにそれを実現するための
行政計画がなく、そのために住宅確保要配慮者の補足方法・世帯数が不明
（ｂ）少なくとも国交省の試算に基づけば、対象世帯は約223万世帯～約342万世帯
→最低居住面積水準未満世帯と高家賃負担世帯の2つを指標としてカウント
一般階層：公営住宅の入居条件の全世帯の収入分位25%を基準…約223万世帯
裁量階層：同収入下位50%を基準…約342万世帯

②現行の法律に基づいた住宅行政・住宅統計（調査）が実施されていない
• 「住宅に困窮する低額所得者」に「低廉な家賃で賃貸」する（公営住宅法第1条）
→「最低居住水準の住宅を住宅市場において自力で確保することが困難な者」、「公営住
宅の施策対象である低額所得者が負担可能な家賃であること」（公営住宅法令研究会編
2018:第1章）
• 「地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩

和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない」（公営
住宅法第3条・住生活基本計画（別紙5）） 16



補論．②人権と平等を軸にした居住保障政策のために
①生存権を実現する居住保障政策のために

• 住宅統計が歪められなければ（平山 2017;星見 2020）、公営住宅は明らかに不足の認識

• 公営住宅拡大の正当化（安価・良質なストック、社会保障「浪費」の節約、長期的な投資効果）は
実証的課題に委ねられる

←条件を満たすのに使えない世帯への家賃補助という発想（内田 2004）

• 住居確保給付金は、コロナ禍で利用世帯が著増（坂庭 2021）

→生活保護よりも緩やかな要件・低いハードル／異なった層への所得保障（藤森 2021）

→恒常化の理屈のためには、居住水準と結びついた住宅費負担の発想が必要

②平等を実現する居住保障政策のために

（a）テニュア間平等：居住水準―住宅費負担という発想に基づく借家市場への規制・給付

（b）ジェンダー平等：家庭内における男女平等およびシングル・シングルペアレントの居住保障

• 日本の場合、共稼ぎ世帯が増加しつつも、夫の所得増に応じて、妻の専業主婦化割合が高まる

• コロナショックの階層性→女性の不平等を固定化・拡大に歯止めをかける居住保障の必要 17
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